
 

 

 

 

「里親」になりませんか ～10 月は里親月間です～ 

 

 現在、島根県では、親の病気や離婚、児童虐待や育児放棄など、様々な事情で自分の

生まれた家庭で生活できないこどもたち 124 人が児童養護施設や里親家庭などで生活

し、その内、40人が里親家庭で生活しています（令和６年８月末現在）。 

 

里親は、一人でも多くのこどもたちが家庭的な環境で温かい愛情に包まれて成長して

ほしいと願い、こどもたちを受け入れています。この際、こどもたちの生活環境は大き

く変わってしまうことから、せめて通い慣れた学校や交友関係だけは継続できるという

選択肢を準備できるよう、中学校一校区に最低一里親を目指して、里親登録数を増やす

取り組みを続けております。 

 

しかしながら、県内の里親登録数は 161 世帯にとどまり、里親登録数は十分であると

は言えない状況です（令和６年３月末現在）。 

 

つきましては、この里親制度を広く一般の方々に知っていただくため、10 月の「里

親月間」にあわせ、添付のとおり催しを実施します。 

 

 

【里親の役割等】 

 

令和６年 10 月１日 

島根県中央児童相談所、島根県里親会 

担当者 安達道子、藤井早希子 

電話 0852-21-3168   Fax 0852-21-3163 

ﾒｰﾙ tyuojiso@pref.shimane.lg.jp 

※催しについての連絡先は、別添の各地区里親会 

 

 


